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 給与支払報告書 個人別明細書 

ここにも注意！ よくある記載漏れ・間違い 

給与支払報告書（個人住民税特別徴収）に関するお問い合わせ先 

盛岡市 財政部市民税課 

 市民税第一係 

 電話 019-613-8496（直通） 

 Web http://www.city.morioka.iwate.jp 

広報ID 1000488 

 

電子メールでのお問合せは、上記盛岡市公式ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。 

給与支払報告書の提出受付は既に始まっています 

○内容に漏れや誤 りが あ った場合，  

  控除額が住民税に正しく反映できない 

  ことがあります。 

正確な記載をお願いします 

盛岡市 広報キャラクター 「モリィ」 

令和８年度 

〒020-8530 

岩手県盛岡市内丸12番2号 

 盛岡市役所 市民税課 市民税第一係 行 

（令和8年度 給与支払報告書 在中） 

給与支払報告書送付の際に宛名ラベルとしてお使いください。 

 「16歳未満の扶養親族」 を 「その他の扶養親族」 として数える誤りが多くあります。 

 扶養親族の方の年齢を毎年確認のうえ、記載してください。                                                                                                  

16歳未満の扶養親族の数に注意してください 

  住宅借入金等特別控除の記載内容に不足があると、住民税での控除が適用できません。 

  特に  ・居住開始年月日 

・住宅借入金等控除区分 

・住宅借入金特別控除可能額 

の記入漏れや誤りが多く見受けられます。 

住宅借入金等特別控除の内訳を正しく記載してください 

 生命保険料控除の金額のみ記載し、支払額の内訳の記載が漏れている誤りが多くあります。内訳

に記載の無い場合や記載に誤りのある場合、住民税の計算時に生命保険料控除が適用されない

ことがあります。 

生命保険料等の内訳は必ず記載してください 

 令和7年中に入社した方で前職分の支払額等を含めて年末調整した場合、支払額等を摘要欄に記

載してください。記載内容に不足がある場合、住民税の計算時に前職分の給与が二重に計上されてし

まうことがあります。また、複数の前職分を含む場合、それぞれの支払額等を分けて記載してください。 

前職分の情報を詳しく記載してください 
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※その他の変更点や詳細については、国税庁作成の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」を参照してください。 

 

③ 特定親族特別控除が創設されました 

〇19歳～23歳の扶養親族に適用される 
従来の「特定扶養控除」においては、年
間合計所得金額が48万円以下の要件が
ありました。(H15.1.2～H19.1.1生まれの方) 

新たに創設された特定親族特別控除で
は、合計所得金額が58万円（改正前は
48万円）を超えたとしても、123万円ま
では下表の通り段階的に控除を受けるこ
とが可能となります。   

合計所得金額（子） 給与収入のみ 控除額 

85万円以下 150万円以下 63万円 

85万円超 150万円超 61万円 

90万円超 155万円超 51万円 

95万円超 160万円超 41万円 

100万円超 165万円超 31万円 

105万円超 170万円超 21万円 

110万円超 175万円超 11万円 

115万円超 180万円超 6万円 

120万円超 185万円超 3万円 

123万円超 188万円超 0円 

 ④ 基礎控除額が改正されました 

〇下表のとおり基礎控除額が改正さ
れました。所得控除の額の合計額を
計算する際は注意してください。 

合計所得金額 改正前控除額 改正後控除額 

132万円以下 48万円 95万円 

132万円超 48万円 88万円 

336万円超 48万円 68万円 

489万円超 48万円 63万円 

655万円超 48万円 58万円 

2,350万円超 48万円 48万円 

2,400万円超 32万円 32万円 

2,450万円超 16万円 16万円 

2,500万円超 0円 0円 

 

 ② 扶養親族等の所得要件の改正 

〇次のとおり、扶養控除等の対象となる扶
養親族等の所得要件が改正されました。  

・配偶者控除および配偶者特別控除関連
の所得金額の要件 

 

・ 扶養親族および同一生計配偶者の合計
所得金額の要件：58万円以下         
（改正前：48万円以下） 

・ ひとり親控除の生計を一にする子の合
計所得金額の要件：58万円以下       
（改正前：48万円以下） 

・ 勤労学生控除適用の合計所得金額   
要件：85万円以下             
(改正前：75万円以下) 

合計所得金額 給与収入のみ 適用可否 

５８万円以下 1２３万円以下 適用 

５８万円超 1２３万超 対象外 

合計所得金額 給与収入のみ 適用可否 

85万円以下 150万円以下 適用 

85万円超 150万超 対象外 

 

① 給与所得控除額の見直し 

〇所得控除について、55万円の最低保
障額が65万円に引き上げられました。 

控除等項目 給与収入のみ 合計所得金額 

配偶者控除 123万円以下 58万円以下 

配偶者特別控除

(満額) 

160万円以下 58万円超   

95万円以下  

配偶者特別控除

の段階的減少 

160万円超 

201万5999円以下 

95万円超  

133万円以下  

配偶者特別控除

適用外 

201万6千円以上 133万円超 


